
 

 

デ
ジ
タ
ル
庁 
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告
示
第
十
二
号 

 

総 
務 

省 

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
各
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
に

共
通
す
る
基
準
の
う
ち
電
磁
的
記
録
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
用
語
及
び
符
号
の
相
互
運
用
性
の
確
保
そ
の
他
の
地
方
公
共
団
体

情
報
シ
ス
テ
ム
に
係
る
互
換
性
の
確
保
に
関
す
る
標
準
を
定
め
る
命
令
（
令
和
八
年
デ
ジ
タ
ル
庁
・
総
務
省
令
第
八
号
）
第
三

条
第
二
号
イ
及
び
ロ
の
規
定
に
基
づ
き
、
行
政
事
務
標
準
文
字
の
文
字
セ
ッ
ト
及
び
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
間
の
連
携

の
た
め
の
文
字
符
号
化
方
式
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
告
示
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日 

内
閣
総
理
大
臣 

高
市 

早
苗 

総
務
大
臣 

林 
 

芳
正 

一 

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
各
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ

ム
に
共
通
す
る
基
準
の
う
ち
電
磁
的
記
録
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
用
語
及
び
符
号
の
相
互
運
用
性
の
確
保
そ
の
他
の
地
方

公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
に
係
る
互
換
性
の
確
保
に
関
す
る
標
準
を
定
め
る
命
令
（
以
下
「
命
令
」
と
い
う
。
）
第
三
条



 

 

第
二
号
イ
の
規
定
に
基
づ
く
行
政
事
務
標
準
文
字
の
文
字
セ
ッ
ト
は
、
漢
字
及
び
変
体
仮
名
に
つ
い
て
は
デ
ジ
タ
ル
庁
の

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
さ
れ
た
文
字
セ
ッ
ト
と
し
、
そ
れ
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
はJ

I
S
 
X
 

〇
二
二
一
と
す
る
。 

二 

命
令
第
三
条
第
二
号
ロ
の
規
定
に
基
づ
く
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
間
の
連
携
の
た
め
の
文
字
符
号
化
方
式
（
文

字
の
集
合
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
扱
う
た
め
に
、
文
字
に
割
り
当
て
た
番
号
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
扱
う
た
め
の
符
号
へ
変
換

す
る
対
応
表
の
方
式
を
い
う
。
）
は
、U

T
F
-

八
と
す
る
。 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 


